
 

令和７年度地方創生臨時交付金充当事業の概要について 
 

（１）低所得世帯支援給付事業【物価高騰対策給付金】 ※令和６年度→７年度繰越事業 

 

物価高が続く中で低所得世帯への支援として、令和６年度における「住民税均等割非

課税」世帯に対し、給付金を給付する。また、当該世帯のうち、１８歳以下の児童がい

る世帯に対しては、給付金を加算して給付する。財源としては、地方創生臨時交付金の

給付金・定額減税一体支援枠として、給付費分及び事務費分（上限有）が国より交付さ

れる。 

 

  住民税均等割非課税世帯給付 

   対  象  世帯全員が令和６年度「住民税均等割非課税」の世帯 

給付金額  １世帯あたり３万円 

こども加算給付 

   対  象  世帯全員が令和６年度「住民税均等割非課税」の世帯 

給付金額  児童１人あたり２万円 

 

 

（２）生活応援券発行事業【臨時措置】 ※令和６年度→７年度繰越事業 

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民や事業者を支援し、地

域経済の回復につなげるために、町内の店舗で利用できる「生活応援券」を町民一人ひ

とりに配布する。財源としては、地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー分として、補

助金（上限有）が国より交付される。 

   

   対  象  令和７年１月３１日現在、斑鳩町に住民登録のある人 

         及び２月１日から３月３１日までに住民登録された人 

発行金額  額面５００円券（５００円の買い物で、生活応援券を１枚利用可能） 

共通券３枚 限定券３枚 合計６枚（３，０００円分） 

※共通券：すべての参加店舗で利用可能 

限定券：中小規模店限定（フランチャイズ店等以外）で利用可能 

   利用期間  令和７年４月１日～８月３１日 

   配布方法  各世帯へ郵送 

    

 

（３）不足額給付分支援事業【物価高騰対策給付金】 

 

物価高の影響を受けた生活者等を支援するため、令和６年分の所得税及び定額減税の

実績額の確定により、令和６年度に行った定額減税補足給付における給付額に不足が生

じる人に対し、追加で給付金を給付する。財源としては、地方創生臨時交付金の給付金・

資料 ４-２ 



 

定額減税一体支援枠として、給付費分及び事務費分（上限有）が国より交付される。 

 

 対  象  令和６年分の所得税及び定額減税の実績額の確定により、令和６年度

に行った定額減税補足給付における給付額に不足が生じる所得税／住

民税の納税義務者 

給付金額  令和６年度定額減税補足給付額において不足が生じる額 

※給付不足額を１万円単位で切り上げて算定した額 

 

 

（４）町立小・中学校給食費の無償化事業【臨時措置】 

 

物価高騰が続く中で、保護者の負担を軽減するため、町立小・中学校における令和７

年１０月分の給食費を無償化する。財源としては、地方創生臨時交付金の推奨事業メニ

ュー分として、補助金分（上限有）が国より交付される。 

 

  町立小学校 

   対  象  町立小学校に就学する全児童 

補助金額  １人あたり給食費４，２００円／月 

町立中学校 

   対  象  町立中学校に就学する全生徒 

補助金額  １人あたり給食費４，６００円／月 

 

 

（５）町立小・中学校給食補助金の増額事業【臨時措置】 

 

給食に要する費用負担の増額が求められる中で、給食の質を維持し、保護者の負担軽

減や食育の推進、体力の向上を図るため、令和７年９月から令和８年３月の間における

町立小・中学校の給食補助金を増額する。財源としては、地方創生臨時交付金の推奨事

業メニュー分として、補助金分（上限有）が国より交付される。 

 

  町立小学校 

   対  象  町立小学校に就学する全児童 

補助金額  令和７年９月～１１月 １食あたり６０円を７０円に増額（＋１０円） 

      令和７年１２月～令和８年３月  １食あたり６０円を９０円に増額(＋３０円） 

町立中学校 

   対  象  町立中学校に就学する全生徒 

補助金額  令和７年９月～１１月 １食あたり７０円を８５円に増額（＋１５円） 

      令和７年１２月～令和８年３月  １食あたり７０円を１１５円に増額(＋４５円） 


